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 おはようございます。 

６月の農業委員会定例総会をただ今から開会いたします。 

本日は、１０番委員から欠席の連絡がありましたことをご報告いたします。 

本日の会議録署名委員の方は３番、佐藤委員、４番、藤堂委員にお願い致

します。 

それでは審議に移ってまいります。 

 

報告第３号 農地法第 18条（通知） 

 

 「報告第３号 農地法第 18条（通知）」について事務局から説明をお願

いいたします。 

 それではご説明いたします。資料の１ページをお開きください。 

【報告第３号 農地法第１８条（通知）について詳細に説明】 

 申請番号 04-3（所在）○○○○○○○○－○。（登記地目・現況地目）共

に田。面積１，３０６㎡。同じく○○○－○。（登記地目・現況地目）共に

田。面積３，８１１㎡の内２，２３６㎡。以上、田２筆で、３，５４２㎡で

す。（渡人）南小国町大字○○○○○○番地○。○○○○氏。（受人）同じく

○○番地○。○○○○氏。（解約申入日・解約成立日・解約引渡日・解約通

知日）共に令和４年５月１０日です。解約形態は合意解約です。 

 こちらにつきましては、皆さんご承知のとおり、○○○○氏につきまして

は、○月○○日にお亡くなりになっておられますが、本通知報告日が令和４

年５月１０日となっておりますので、問題はございません。 

 続きまして、申請番号 04-4（所在）○○○○○○○○○－○。（登記地目・

現況地目）共に田。面積１，２３７㎡。こちら訂正をお願いいたします。 

田２筆となっております。計も２筆となっておりますが、１筆の誤りでござ

います。訂正をお願いいたします。以上、計田１筆の１，２３７㎡です。 

（渡人）南小国町大字○○○○○番地○。○○○○氏。（受人）同じく○○

番地○。○○○○氏。（解約申入日・解約成立日・解約引渡日・解約通知日）

共に令和４年５月１０日です。（解約形態）は合意解約となっております。 

 続きまして２ページをお開きください。 

 申請番号 04-5（所在）○○○○○○○○○○○－○。（登記地目・現況地

目）共に田。面積１，５６４㎡。同じく○○○○－○。（登記地目・現況地

目）共に田。面積１６５㎡。計田２筆で、１，７２９㎡です。（渡人）南小

国町大字○○○○○○番地○。○○○○氏。（受人）同じく○○○○○番地。

○○○○氏。（解約申入日・解約成立日・解約引渡日・解約通知日）共に令

和 4年５月１９日となっております。（解約形態）は合意解約です。 

以上です。 
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 はい。ありがとうございました。 

 それではただ今の農地法第１８条第６項の規定による通知報告について、

ご意見ご質問等がありましたらお願いいたします。 

 （ありません。の声あり） 

 はい。それでは以上のとおり報告を了承いただいたものとして処理いたし

ます。 

 

議案第６号 農地法第３条（委員会） 

続きまして、「議案第６号 農地法第３条（委員会）」について事務局か

らご説明をお願いいたします。 

 続きまして資料の３ページをお開きください。 

【議案第６号 農地法第３条（委員会）について詳細に説明】 

（申請番号）04-3（権利）所有権移転。無償です。（所在）○○○○○○○

○○○－○。（登記地目・現況地目）共に田。面積７２３㎡。同じく○○○

○。（登記地目・現況地目）共に田。面積２，７２３㎡。同じく○○○○。

（登記地目・現況地目）共に田。面積１，１１４㎡。○○○○○○○○○。

（登記地目・現況地目）共に畑。面積３２３㎡。同じく○○○○－○。（登

記地目・現況地目）共に畑。面積６０１㎡。○○○○○○○○○－○。（登

記地目・現況地目）共に畑。面積１７８㎡。同じく○○○○－○。（登記地

目・現況地目）共に畑。面積４４６㎡。同じく７８０９。（登記地目・現況

地目）共に田。面積８２６㎡。同じく○○○○－○。（登記地目・現況地目）

共に田。面積１９８㎡。同じく○○○○－○。（登記地目・現況地目）共に

田。面積１，１６０㎡。同じく○○○○。（登記地目・現況地目）共に田。

面積１，８５７㎡。○○○○○○○○○－○。（登記地目・現況地目）共に

田。面積１，７８８㎡。○○○○○○○○○。（登記地目・現況地目）共に

田。面積１７８㎡。同じく○○○○。（登記地目・現況地目）共に田。面積

９７１㎡。同じく○○○○－○。（登記地目・現況地目）共に畑。面積３９

９㎡。同じく○○○○－○。（登記地目）田。（現況地目）畑。面積５６㎡。

同じく○○○○－○。（登記地目）田。（現況地目）畑。面積１６１㎡。以上

ですが、こちらも訂正をお願いいたします。田１０筆となっておりますが、

田を１２筆。畑７筆となっておりますが、畑５筆。１２筆と５筆に訂正をお

願いいたします。申し訳ありません。 

 以上、田１２筆。１１，７５５㎡。畑５筆。１，９４７㎡。計の１７筆。 

１３，７０２㎡です。（渡人）南小国町大字○○○○○○○番地。○○○○

氏。（受人）同じく○○○○氏。（申請事由）は農業後継者への生前贈与のた

め。となっております。 

この案件につきましては、農地法第３条第２項各号には該当しないと思わ 
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○会長 

 

○７番委員 

 

れ、許可要件の全てを満たしていると思われます。 

 説明資料といたしまして、５ページに位置図、それから別紙の現地確認写

真の１から３ページをご参照いただきたいと思います。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

 はい。ありがとうございました。 

 それでは担当委員の２番委員のほうからご説明お願いいたします。 

 ５月２３日に○○○○氏より説明がありました。この受人の○○○○さん

は○○氏の息子でございます。現在、○○氏は野菜の苗木の販売、トマト栽

培、水稲栽培をしておりまして、規模拡大も兼ねてということで説明があり

ました。私の方からは何も問題ないと思いますので、皆さんのご審議よろし

くお願いします。 

 はい。ありがとうございました。 

 最適化推進員の方はよろしいですか。 

 （はい。という声あり） 

 それではただ今のご説明につきまして、何かご質問等がありましたらお願

いします。 

 ありませんか。 

 （ありません。の声あり） 

 賛成の方の挙手をとりたいと思いますので、お願いいたします。 

 （全員挙手） 

 はい。ありがとうございました。 

 それでは全員賛成ですので当委員会として許可をいたします。 

 次お願いいたします。 

 続きまして 4ページをお開きください。 

 申請番号 04-4（権利）使用貸借権。（所在）○○○○○○○○○－○。 

（登記地目・現況地目）共に畑。（面積）２，５８６㎡。合計、畑 1筆の２，

５８６㎡です。（渡人）南小国町大字○○○○○○番地。○○○○○氏。（受

人）○○○大字○○○○○○番地。○○○○氏。（申請事由）といたしまし

ては譲受人経営規模拡大のためです。 

 この案件につきましても、農地法第３条第２項各号には該当しないと思わ

れ許可要件の全てを満たしていると思われます。 

説明資料といたしましては、６ページに位置図、それから別紙の現地確認写

真の４ページの上段を参照いただきたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

はい。ありがとうございました。 

 それでは担当委員の 7番委員のほうから説明をお願いいたします。 

 はい。現地を確認してですね、それこそこのまま空かしておくのも如何な 

もんかというのがありまして、何ら問題はないと思います。 



 

○会長 

 

○本田推進

委員 
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○事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○会長 

 

○１番委員 

 

 

 

 

ご審議方よろしくお願いいたします。 

 はい。推進委員の本田委員何かありますか。 

 よろしいですか。 

 はい。 

 

 それではただ今のご説明について何か質問等がありましたらお願いしま

す。 ありませんか。 

 （はい。という声あり） 

 それでは賛成の方の挙手をお願いいたします。 

 （全員挙手） 

 ありがとうございます。それでは全員賛成ですので、当委員会といたしま

して許可をいたします。 

 次お願いします。 

 引き続きまして資料の４ページです。 

差し替えがございましたので差し替え後の部分でご参照いただきたいと思

います。差し替え部分につきましては、経営面積のところが数字が誤ってい

たり入っておりませんでしたので、そちらの経営面積のところが訂正されて

おります。 

 申請番号 04-5（権利）所有権移転。有償です。（所在）○○○○○○○○

○○○－○。（登記地目・現況地目）共に田。（面積）１，５６４㎡。同じく

○○○○－○。（登記地目・現況地目）共に田。（面積）１６５㎡。同じく○

○○○－○。（登記地目・現況地目）共に畑。（面積）５９１㎡。同じく○○

○○－○。（登記地目・現況地目）共に畑。（面積）２０８㎡。以上、田２筆

１，７２９㎡。畑２筆７９９㎡。合計４筆２，５２８㎡です。（渡人）南小

国町大字○○○○○○番地○。○○○○氏。（受人）同じく○○○○番地。

○○○○氏。（申請事由）譲受人経営規模拡大のため、です。 

 この案件につきましても、農地法第３条第２項各号には該当しないと思わ

れ許可要件の全てを満たしていると思われます。 

 添付資料、７ページに位置図が添付してございます。それから別紙現地確

認写真の４ページの下段をご覧いただきたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

 はい。ありがとうございました。 

 それでは担当委員であります 1番委員のほうからお願いいたします。 

 ではこの案件について説明させてもらいます。 

渡人のほうの○○○○さんが高齢のため地元の○○○○さんに譲りたい

とのことでした。お二人は親戚関係でもあり○○さんのほうもまだまだ元気

がありますので、管理等何も問題はないと思います。 

皆さんのご検討をお願いします。 



○会長 

○北里推進

委員 

○会長 
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○会長 

 

○９番委員 

 

 

 

 

 

 推進委員の北里委員のほうからはよろしいですか。 

 はい。 

 

 ただ今の件について何かご質問等がありましたらお願いいたします。 

ありませんか。 

（ありません。の声あり） 

 それでは賛成の方の挙手をお願いいたします。 

 （全員挙手） 

 はい。ありがとうございました。 

全員賛成ですので当委員会として許可をいたします。 

 

議案第７号 農地法第５条（知事） 

続きまして、「議案第７号 農地法第５条（知事）」について事務局から

ご説明をお願いいたします。 

 資料の８ページをお開きください。 

【議案第７号 農地法第５条（知事）について詳細に説明】 

（申請番号）04-4（権利）所有権移転。有償です。（所在）○○○○○○○

○－○。（登記地目・現況地目）共に田。面積２，６８５㎡。計田一筆の２，

６８５㎡です。（渡人）南小国町大字○○○○○○○番地。○○○○氏、○

○○○氏。（受人）同じく○○○番地。（○）○○○○○○○。（形態）は転

用です。（用途）は駐車場・資材置場。（施設面積）は２，６８５㎡です。 

（申請事由）といたしましては、譲受人の駐車場・資材置き場建設のため、

となっております。 

 農地区分につきましては、中山間地域で小集団の生産性が低い農地である

ことから、第２種農地と判断いたします。また、一般基準等も満たしている

と思われます。 

 説明資料といたしましては９ページに位置図、それから別紙現地確認写真

の５ページ上段をご参照いただきたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

 はい。ありがとうございました。 

それでは担当委員であります９番委員のほうから説明をお願いします。 

とんと大川の横にありまして、大水が出たら水がいつも上がっております。

そういうことから、○○○○○○○のほうがですね資材置き場に使用したい 

ということで話しが来ております。 

大水が出ますので川のほうにはですね大きな石を持ってきて、防護壁といい

ますか、作りたいというような気持ちは自分で持っていますので、どうかよ 

ろしくお願いします。 



○会長 

 

○井野推進

委員 

○会長 

○井野推進

委員 

○会長 

 

 

○４番委員 

 

 

○会長 

○事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○会長 

○４番委員 

○会長 

 

 

 

 

 

 

○事務局長 

 

 

 

 

はい。ありがとうございました。 

 推進委員の井野委員のほうからは何かありますか。 

 ありません。 

 

 よろしいですか。 

 はい。 

 

 ただ今の件につきまして何かご質問等がありましたらお願いします。 

 （４番委員手をあげる） 

 ４番委員。 

 すみません。この案件の土地については以前も一回、審議に上がってなか

ったですかね。名義が変わったとかそういう事情か何かあって、新たに審議

という形になっているんでしょうか。 

 事務局どうぞ。 

 事務局からご説明いたします。 

 おそらく過去の議案で扱われたというのが去年、令和３年４月の総会の時

に議案で上がっていたんですけど、それはこの土地が農振地、農振農用地の

農用地に指定されていましたので、おそらくこの一年前の時に転用したい計

画がすでにあったようなんですけれど、農振地であったため転用することが

出来ず、令和３年の４月で農振地から外す手続きとしてこの総会の場でご審

議いただいたという形跡がありました。それからその後、この農業委員会で

農振を外す決議がされてその後、県とのやりとりで正式に農振が外れたとこ

ろで今回、転用の手続きとなっているところだと思われます。 

 以上です。 

 よろしいですか。 

 はい。わかりました。 

 他に何かございませんでしょうか。ありませんか。 

 （ありません。の声あり） 

 それでは賛成の方の挙手をお願いいたします。 

 （全員挙手） 

 はい。それでは全員賛成ですのでこの件につきましては、当委員会の意見

を付して県知事宛に進達をいたします。 

 続きまして、事務局から説明をお願いいたします。 

 引き続き８ページをお願いいたします。 

（申請番号）04-５（権利）所有権移転。有償です。（所在）○○○○○○○

○○○－○。（登記地目・現況地目）共に田。面積６６㎡。以上、田１筆の 

６６㎡です。（渡人）南小国町大字○○○○○○番地。○○○○氏。（受人） 

大字○○○○○○○番地○○。○○○○氏。（形態）は転用。（用途）は駐車 
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場・資材置場。施設面積は６６㎡です。（申請事由）といたしましては、譲

受人駐車場建設のため、となっております。 

 農地区分につきましては、中山間地域で小集団の生産性の低い農地である

ことから、第２種農地と判断いたします。また、一般基準等も満たしている

と思われます。 

 説明資料としまして１０ページに位置図、それから別紙に現地確認写真、

５ページの下段を参照いただきたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

 はい。ありがとうございました。 

 それでは今日は担当委員の１０番委員が欠席ですので、推進委員の井野委

員のほうからお願いいたします。 

 まわりがですねほとんど全部転用で、残りが６６㎡ということで問題はな

いと思います。 

 はい。ありがとうございました。 

 ただ今の件について何か皆さんからご意見ご質問等がありましたらお願

いいたします。 

 （ありません。の声あり） 

 それでは賛成の方の挙手をお願いいたします。 

 （全員挙手） 

 はい。ありがとうございました。 

それでは全員賛成ですので、この件についても当委員会として意見を付し

て県知事宛進達いたします。 

 

議案第８号 基盤強化法第１９条（農用地利用集積計画の公告） 

続きまして、「議案第８号 基盤強化法第１９条（農用地利用集積計画の

公告）」について事務局から説明をお願いいたします。 

 ご説明いたします。資料の１１ページをお開きください。 

【議案第８号 基盤強化法第１９条（農用地利用集積計画の公告） 

                     について詳細に説明】 

（権利種別）：貸借権設定 

（申請番号）04-16（所在）○○○○○○○○○－○。（登記地目）畑。（現

況地目）田。面積２，５１０㎡。同じく○○○○－○。（登記地目・現況地

目）共に田。面積２，０５１㎡。以上、田２筆で４，５６１㎡です。（利用 

権）賃貸借権。（渡人）南小国町○○○○○○○番地。○ ○○氏。（受人）

大字○○○○○○○番地７。○ ○○氏（利用目的）野菜です。（借賃）全 

筆５万円。期間は令和４年７月１日から令和５年５月３１日。新規となって 

おります。 
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続きまして（申請番号）04-17（所在）○○○○○○○○○－○。（登記地

目・現況地目）共に田。（面積）１，２３７㎡。以上、田１筆の１，２３７

㎡です。（利用権）賃貸借権。（渡人）南小国町○○○○○番地○。○○○○

氏。（受人）南小国町○○○○○○番地。○○○○氏（利用目的）水稲。（借

賃）１０アールあたり３０ｋｇ。期間は令和４年７月１日から令和１０年３

月３１日。新規です。 

次のページをお開きください。 

（申請番号）04-18（所在）○○○○○○○○○－○。（登記地目・現況地

目）共に田。面積３，０４８㎡。以上、田１筆の３，０４８㎡です。（利用

権）賃貸借権。（渡人）南小国町大字○○○○○○○番地。○○○○○氏。

（受人）大字○○○○○○○番地○。○○○○氏。（利用目的）水稲。（借賃）

筆あたり１５０ｋｇ。期間は令和４年７月１日から令和８年３月３１日です。

新規となっております。 

続きまして（申請番号）04-19（所在）○○○○○○○○－○。（登記地目・

現況地目）共に田。面積１，３０６㎡。同じく○○○－○。（登記地目・現

況地目）共に田。面積３，８１１㎡のうち２，２３６㎡。以上、田２筆の３，

５４２㎡です。（利用権）賃貸借権。（渡人）南小国町大字○○○○○○番地

○。○○○○氏。（受人）同じく○○○○番地○。○○○○氏（利用目的）

水稲です。（借賃）全筆９０ｋｇ。期間は令和４年７月１日から令和８年３

月３１日。再設定となっております。 

次のページをお開きください。 

（申請番号）04-20（所在）○○○○○○○○－○。（登記地目・現況地目）

共に田。面積１，４２８㎡。以上、田１筆の１，４２８㎡です。（利用権）

賃貸借権。（渡人）南小国町大字○○○○○○○番地○。○○○○氏。（受人）

大字○○○○○○番地○。○○○○氏（利用目的）野菜。（借賃）全筆で７

万円。期間は令和４年７月１日から令和９年１２月３１日。再設定です。 

続きまして、（申請番号）04-21（所在）○○○○○○○○。（登記地目・

現況地目）共に田。面積１，５８０㎡。以上、田１筆の１，５８０㎡です。

（利用権）賃貸借権。（渡人）南小国町大字○○○○○○○番地。○○○○

氏。（受人）大字○○○○○○番地○。○○○○氏。（利用目的）野菜。（借

賃）全筆で１２万２千円。期間は令和４年７月１日から令和５年５月３１日。

再設定となっております。 

 以上です。 

 はい。ありがとうございました。 

 それではただ今の、申請番号１６から２１までについて皆さんから何かご

質問ご意見等ございましたらお願いいたします。 

 ありませんか。 

 （ありません。の声あり） 
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○会長 

 はい。それでは採決に移ります。 

 賛成の方の挙手をお願いいたします。 

 （全員挙手） 

 はい。ありがとうございました。 

 全員賛成ですので、当委員会としまして決定したことを町へ通知いたしま

す。 

 

議案第９号 農業委員会による最適化活動の推進等について 

続きまして、「議案第９号 農業委員会による最適化活動の推進等につい

て」事務局からご説明をお願いいたします。 

 最後のページ１４ページをお開きください。 

【議案第９号 農業委員会による最適化活動の推進等について 

                詳細に説明】 

 最適化活動の目標設定 別紙のとおり 

 詳細については担当よりご説明します。 

 それでは担当からご説明申し上げます。よろしくお願いいたします。 

【事務局詳細を説明】 

 以上、大変説明が長くなりました。新しい考え方、２月に発出されたガイ

ドライン、それから今まで見ていなかったいろんな数字とか、とてもたくさ

んのことをこの３ページに詰め込んでおりますが、今年度農林水産省のガイ

ドラインによる南小国町の最適化活動の目標設定として現在このような（案）

を作っております。いろんな数字や内容のことでご質問等あると思いますが、

今日皆さんからのご意見をいただいて議決後南小国町の目標としたいと思

いますので、ご審議方どうぞよろしくお願いいたします。 

 事務局から以上です。 

 はい。ただ今の件につきまして、何か皆さんからありませんか。 

 （４番委員手をあげる） 

 ４番藤堂委員。 

 すみません。この計画とはちょっと逸れるかもしれませんけど、昨年度だ

ったと思いますけど、借りたい人と貸したい人の橋渡しをするような目的で

いろんな様式を作成したと思うんですけど、その制度というか、そちらのほ

うの活用状況というか、実際にこういうケースで役に立っておりますとか、

そういうのがありますかね。うまく有効利用というか、活用出来ているのか

なと思って。それがどんどん発展というか、活用できていくようであればこ

こにも出てくるようなテーマの１番とか２番、または３番とかにも貢献する

ような仕組みになるのかなという気もしたものですから。 

事務局どうぞ。 
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○事務局 

 

 

 事務局からお答えいたします。 

正式な取り組み名を覚えていませんでしたが、マッチングのための様式で

すね。令和２年度から前任者の佐藤が進めていた、農地の借りたい方、貸し

たい方、または買いたい方売りたい方への橋渡しにする様式なんですけど、

現在引き継ぎを受けまして、私のところにすでに情報が書かれたものもある

程度蓄積されていますし、随時募集中となっております。ただ、今年度にな

ってまだ委員さんの皆さんにお願いしますとお配り等はしておりませんが、

現在までに集まっている情報で、そこから繋がっている様式を用いて推進委

員さんや農業委員さんが地域の方に情報を得て、この農業委員会総会での利

用権設定あたりに繋がった実績があるようですので、今藤堂委員がご質問で

言われたとおり、あの様式を生かすことが出来ればこの三本柱の全てに役立

つと言えると思います。担い手の集積は勿論ですが、遊休農地の解消にも効

果があると思いますし、新規参入の方にも目標の中にありましたが、所有者

さんの同意を得られれば新規参入の方にもご紹介して良いかという同意が

取れればあの様式をそのまま利用できると思いますので、今後も活用を続け

ていきます。実績としても、数字としては今日用意はしておりませんが、あ

の様式からこの総会での利用権設定などに繋がった、つまり実績に繋がった

数字もいくつかあると思います。 

 また今後、ホームページへの公表とか農業委員会のカウンターのところに

も設置を行っておりますので、必要があればお尋ねに来られた方、農地を探

している方とかに情報を随時提供することも可能な状態として準備をして

おります。 

 以上です。 

 よろしいですか。 

 はい。わかりました。 

 ちょっと今の件に便乗しますが、せっかくなら町の広報あたりに出したら

どうかな。 

 はい。広報それから文字放送そしてホームページ、そのあたりでの積極的

な周知を進めていきます。 

 お願いします。それと活動目標の中で説明があったけれども、個人名を出

しても良いかどうかがちょっと引っかかるとたいな。日常の活動の農地の見

回りでその中で個人名を出して良いか。活動の中に記入して良いのかどうか。 

 この活動記録の中に最終的に記載するにあたって個人名を入れて良いか

ということですね。 

 ここがひっかかる。誹謗中傷になるならいかんので。 

 はい。今回の目標の設定には直接そういったつまりガイドラインの中には 

そこまでの記載はありませんでしたが、今後確かにこの活動記録でもって皆

さんの活動を確認したいというのが国県の考え方のようですので、そこに個 
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人情報として入れたまま残すのか、それともそういった個人名が出るところ 

は皆さんの帳面などのみにして、こちらにはこういった活動をした、という

ところだけを残すのか、これはすみません次回までに確認をさせていただき

ます。今のところ今回の目標設定によるガイドラインにはその点は出ていな

かったと思いますので。 

個人個人の委員さんの方たちは自分の頭の中に入っていると思うけれど

も、名前を出すときはそこが引っかかったもんだから。 

 例えばですね、活動日誌の最初のほうに記入例とかが出てくるんですけど、

そこには活動の相手、つまり相談を受けた相手としては個人名が出るような

様式になっていますね。どこどこの何々さんから相談を受けた。こういった

相談でこういった状況なのでこのようにアドバイスを受けたとか、引き受け

たとか、そういった書き方になっていますが、これを必ずしも個人名を出さ

ないといけないのかどうか。またこれがどのように確認されるか、市町村の

農業委員会で確認するだけなのか、何か写しをどこかに提出するのかとか、

そういったところにもいろいろよってくる。また保管の方法等もあると思い

ますので、この点につきましては次回までに確認をさせていただきます。 

 皆さん方から何かありませんか。 

 （本田推進委員手をあげる） 

 はい。本田推進委員。 

 以前ですね、遊休農地の関係ですけれども、７．２２という数字の中にあ

る部分で、この部分で７．１４が緑区分ということで上げてありますけれど

も、以前の委員会の中で話が出ていた、県からの指導での農振地の見直しと 

いう部分をくるめてですね、この７．１４の中のいわゆる山際とかも水路が

廃止になっているとか、自然的にクヌギが生えて、もう使えないような状態

というのも入っているんじゃないかと、いうふうに思います。実際、私の受

け持ちの中にもあるんですけれども、そういう部分も含まれていると思いま

す。こういう部分についてはやはり積極的に林地化という形で減らしていっ

た方が良いんじゃないかなと思いますがそこ辺はどうですか。 

 事務局お願いします。 

 事務局からご返答いたします。 

 遊休農地の解消について、今回この最適化活動の目標として数字で持って

きているのがですね説明のとおり昨年度の遊休農地の調査ということで結

果を持ってきているところですが、今、本田委員からご発言がありましたと

おり、今年度丁度南小国町農振地の全体見直しも行っております。その中で、

条件不利地域といいますか山際であったり水利がないところ、といったとこ

ろの、見た目は農地の底をある程度なしてはいるものの、今後耕作をしてい 

ることに対して不利な地域については、状態にもよりますが山地化、山林化、 

非農地化ということを判断していくということについての方針は変わって 
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おりません。ですので、そこは遊休農地の農業委員さんの活動の目標という

よりは、遊休農地の町としての解消の目標として山林化、非農地化あたりの

判断を積極的に行っていくというところは、方針として変えておりませんの

で、それも委員さんの活動による解消とはちょっと違うかもしれませんが、

委員さんの情報などを得て、今本田委員が言われたような情報を得て、実際

その農地を確認したところ、そこは遊休農地ではなくて、山林化といった判

断がされればこの面積から減っていきますので、町としても引き続き、遊休

農地なのかそれとも非農地化すべきなのか、といった判断はこれまでの方針

どおり進めていきたいと考えております。 

またその辺の情報提供につきましても、農地パトロール等を含め、こちらか

らお願いする際もあると思いますのでよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

 よろしいですか。 

 はい。 

 

 他に皆さんからございませんか。 

 （事務局手をあげる。） 

 事務局どうぞ。 

 ただ今本田委員から質問が出ました遊休農地とかの事に関することです

が、つまりこの１，２，３ページあるなかの目標として数値を定めている以

上、この達成率といったところも問われてくるんですが、今のような本田委

員の質問にあったような考えかたで、そもそも遊休農地の面積自体が減って 

いけば、この皆さんの活動に関する目標もですね下がっていくわけで、そう 

いった目標を高く設定しすぎないようにするための努力も町として必要だ

と考えております。それについては遊休農地を積極的に解消していくための

いろんな考え方、もちろん営農再開が出来れば理想的なんですが、所有者さ

んの状況とか水利の状況、また場所の状況によっては非農地化なども考えて、

遊休農地の面積が今これだけあるけれども、この面積自体をどんどん解消し

て、目標として高くなりすぎないようにしていくのも町側としての努力だと

思いますのでそこも積極的に行っていこうと思います。 

 以上です。 

 はい。他に何か皆さんからありませんか。 

だいたい以上でよろしいですかね。 

 （はい。という声あり） 

 それではただ今の９号議案について、採決を採りたいと思います。 

 賛成の方の挙手をお願いいたします。 

 （全員挙手） 

 全員賛成ですので、農業委員会として決定いたします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それではこれで６月の総会を閉会いたします。 

 

 

会議の内容に相違なきことを認め、ここに署名する。 

 

  令和４年６月１４日 

 

  南小国町農業委員会会長 

  

 

署 名 委 員   ３番委員 

 

 

   署 名 委 員   ４番委員 

 

   会議録調整者   田 北 雅 昭 
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